
目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
九

○
山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
三

○
山
梨
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
三

○
山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
三

○
山
梨
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
四

告
　
　
　
示

○
結
核
予
防
法
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
四

○
予
防
接
種
の
業
務
の
承
諾
を
撤
回
し
た
医
師
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
四

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
五

公
　
　
　
告

○
平
成
十
五
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
六

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
六

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
七

人
事
委
員
会

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
七

○
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
八

○
平
成
十
五
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
上
級
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
八

公
安
委
員
会

○
指
定
講
習
機
関
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
六

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
六

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
三

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
四

そ
　
の
　
他

○
裁
決
手
続
の
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
六

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
六
十
号

山
梨
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
及

び
健
康
増
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
　
　
　
号
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
給
食
施
設
開
始
届
等
）

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
　
特
定
給
食
施
設
開
始
届
（
第
一
号
様
式
）

二
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
　
特
定
給
食
施
設
変
更
届
（
第
二
号
様
式
）

三
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
止
及
び
廃
止
の
届
出
　
特
定
給
食
施
設
休
止
（
廃
止
）

届
（
第
三
号
様
式
）

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
栄
養
改
善
法
施
行
細
則
の
廃
止
）

２
　
山
梨
県
栄
養
改
善
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
六
九

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年五

月
一
日

第
千
三
百
七
十
九
号

木　曜　日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
七
〇

第1号様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
七
一

第2号様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
七
二

第3号様式（第２条関係）

年　　月　　日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
七
三

山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号

山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
号
様
式
の
二
中
「
又
は
身
体
障
害
者
短
期
入
所
事
業
」
を
「
、
身
体
障
害
者
短
期
入
所
事
業
又

は
介
助
犬
訓
練
事
業
若
し
く
は
聴
導
犬
訓
練
事
業
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
二
号

山
梨
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
三
号

山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
、
特
定
職
種
受
講
手
当
」
を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
六
百
円
」
を
「
五
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条

第
五
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
各
号
列

記
以
外
の
部
分
中
「
掲
げ
る
額
」
を
「
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
八
項
」
を
「
第
六

項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
掲
げ
る
額
」
を
「
定
め
る
額
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

同
条
第
九
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

別
表
第
三
を
削
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
七
四

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
議
長
）

第
六
条

公
聴
会
の
議
長
は
、
県
職
員
の
う
ち
か
ら
知
事
が
指
名
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
及
び
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
の
範
囲
を
こ
え
て
」
を
「
を
超
え
て
」
に
改
め

る
。第

十
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
氏
名
、
年
齢
及
び
職
業
」
を
「
及
び
氏
名
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
を

担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

宮
本
屋
薬
局
月
江
寺
店

富
士
吉
田
市
下
吉
田
八
百
三
十
番
地

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

山
梨
県
内
の
各
市
町
村
長
が
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
麻
し
ん
の
予
防
接
種
に
協
力
す
る
旨
の
次
の
表
に
掲
げ
る
医
師
の
承
諾
が
撤
回
さ
れ

た
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

医
師
の
氏
名

予
防
接
種
を
行
う
主
た
る
場
所

中
川
　
一
郎

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
六
千
八
百
八
十
七
番
地
　
カ
イ
虎
ノ
門
整
形
外
科

福
田
　
六
花

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
六
千
八
百
八
十
七
番
地
　
カ
イ
虎
ノ
門
整
形
外
科

廣
田
　
健
児

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
六
千
八
百
八
十
七
番
地
　
カ
イ
虎
ノ
門
整
形
外
科

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
四
号

山
梨
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
二
週
間
」
を
「
三
週
間
」
に
、「
事
案
」
を
「
都
市
計
画
の
案
（
以
下
「
事
案
」

と
い
う
。）」
に
、「
並
び
に
第
四
条
第
一
項
」
を
「
、
次
条
第
一
項
」
に
、「
提
出
期
限
」
を
「
提
出
方

法
及
び
提
出
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
、
氏
名
、
年
齢
及
び
職
業
」
を
「
及
び
氏
名
」
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
七
五

友
成
　
久
世

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
六
千
八
百
八
十
七
番
地
　
カ
イ
虎
ノ
門
整
形
外
科

木
谷
　
直
司

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
六
千
八
百
八
十
七
番
地
　
カ
イ
虎
ノ
門
整
形
外
科

土
田
　
博
和

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
六
千
八
百
八
十
七
番
地
　
カ
イ
虎
ノ
門
整
形
外
科

大
田
　
快
児

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
六
千
八
百
八
十
七
番
地
　
カ
イ
虎
ノ
門
整
形
外
科

泉
　
康
次
郎

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
六
千
八
百
八
十
七
番
地
　
カ
イ
虎
ノ
門
整
形
外
科

渋
谷
　
勲

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
六
千
八
百
八
十
七
番
地
　
カ
イ
虎
ノ
門
整
形
外
科

山
本
　
一
貴

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
六
千
八
百
八
十
七
番
地
　
カ
イ
虎
ノ
門
整
形
外
科

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
五
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
三
〇
〇
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
下
山
字
川
除
下
一
〇
六
二

旧

八
・
〇
〜

三
一
〇
・
〇

四
番
の
六
地
先
か
ら

一
四
・
〇

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
下
山
字
川
除
下
九
二
九
五

番
の
四
地
先
ま
で

新

八
・
〇
〜

三
一
〇
・
〇

二
一
・
二

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
五
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
竜
王
芦
安
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
駒
場
字
東
山
三
二
二
番
の
二

旧

六
・
六
〜

一
七
一
・
〇

地
先
か
ら

一
〇
・
五

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
須
沢
字
日
入
倉
一
九
番
の
一

五
地
先
ま
で

新

六
・
六
〜

一
七
一
・
〇

一
〇
・
五

八
・
七
〜

一
七
一
・
〇

五
四
・
九

公
　
　
　
告

'

平
成
十
五
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

五
年
度
調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
試
験
日
時

平
成
十
五
年
六
月
二
十
八
日
（
土
）
午
後
一
時
か
ら
三
時
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号
　
山
梨
学
院
大
学

三
　
試
験
科
目

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

１
　
食
文
化
概
論

２
　
衛
生
法
規



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
七
六

３
　
公
衆
衛
生
学

４
　
栄
養
学

５
　
食
品
学

６
　
食
品
衛
生
学

７
　
調
理
理
論

四
　
受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
多

数
人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与
す
る
施
設
又
は
営
業
で
調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十

三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
四
条
に
定
め
る
も
の
に
お
い
て
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し

た
も
の

五
　
受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
十
五
年
五
月
十
九
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時

ま
で
と
す
る
。

六
　
受
験
願
書
提
出
場
所

住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
部
又
は
保
健
所
と
す
る
。
た
だ
し
、
山
梨
県
外
に
住

所
を
有
す
る
者
は
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
健
康
増
進
課
と
す
る
。

七
　
提
出
書
類

１
　
受
験
願
書

２
　
履
歴
書

３
　
学
校
教
育
法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

４
　
調
理
師
法
施
行
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
施
設
又
は
営
業
に
お
い
て
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に

従
事
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
当
該
施
設
の
長
又
は
営
業
主
の
証
明
書
（
受
験
者
が
施
設
の

長
又
は
営
業
主
で
あ
る
場
合
は
、
調
理
師
会
そ
の
他
の
調
理
師
関
係
団
体
の
長
の
証
明
書
）

５
　
写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
半
身
及
び
無
帽
の
も
の
で
あ
っ
て
、
大
き

さ
が
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

八
　
受
験
手
数
料

六
千
百
円
（
受
験
願
書
に
六
千
百
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印

し
な
い
こ
と
。）

手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
返
還
し
な
い
。

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民

情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
有
限
会
社
加
藤
書
店
　
代
表
取
締
役
　
加
藤
隆
義

２
　
住
所
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
五
一
七
番
地
の
一

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　B

O
O
K
S
K
A
T
O
H

（二）

所
在
地
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
五
一
七
番
七

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

有
限
会
社
加
藤
書
店
　
代
表
取
締
役
　
加
藤
隆

富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
五
一
七
番
地
の
一

義３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
五
年
十
二
月
十
五
日

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
二
百
五
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
十
四
日

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

山
梨
市
大
野
字
高
畑
二
〇
〇
一
の
五
、
二
〇
一
六
、
二
〇
一
七
、
二
〇
一
九
、
二
〇
三
五
の
一
、

二
〇
四
〇
の
一
、
二
〇
四
一
の
一
、
二
〇
四
一
の
二
、
二
〇
四
一
の
三
、
二
〇
四
二
の
一
、
二
〇
四

二
の
二
、
二
〇
四
三
の
三
、
二
〇
四
四
の
二
及
び
二
〇
四
五
の
二

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
七
七

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

水
　
　
路

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
及
び

山
梨
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
梨
市
万
力
千
五
百
二
十
四
番
地
一
　
フ
ル
ー
ツ
山
梨
農
業
協
同
組
合
　
代
表
理
事
　
廣
瀬
久
信

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
文
化
財
を
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
志
　
　
村
　
　
　
　
　
洸

有
形
文
化
財
の
部

絵
画

名
　
称

員
数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の

場
所

紙
本
金
地

一
双

縦
一
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三

長
生
寺

都
留
市
下
谷
二

同
上

著
色
龍
虎

二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

、
九
五
四

梅
竹
図

附
旧
屏
風
下
地
骨
及
び
下
貼
り
紙

六
曲
屏
風

絹
本
著
色

一
幅

縦
一
三
〇
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

長
生
寺

都
留
市
下
谷
二

同
上

釈
迦
三
尊

横
六
四
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

、
九
五
四

十
六
善
神

附
同
修
復
記
一
幅

像絹
本
著
色

一
幅

縦
七
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

長
生
寺

都
留
市
下
谷
二

同
上

小
山
田
出

四
七
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

、
九
五
四

羽
守
信
有

（
契
山
存

心
）
像

絹
本
著
色

一
幅

縦
一
〇
五
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

大
蔵
経

東
八
代
郡
石
和

同
上

両
頭
愛
染

横
五
六
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

寺

町
松
本
六
一
〇

明
王
像

絹
本
著
色

一
幅

縦
七
九
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

大
蔵
経

東
八
代
郡
石
和

同
上

不
動
明
王

三
五
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

寺

町
松
本
六
一
〇

二
童
子
像

（
坐
像
系

）絹
本
著
色

一
幅

縦
一
〇
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

大
蔵
経

東
八
代
郡
石
和

同
上

不
動
明
王

横
三
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

寺

町
松
本
六
一
〇

二
童
子
像

（
立
像
系

）絹
本
著
色

一
幅

縦
一
二
二
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

大
蔵
経

東
八
代
郡
石
和

同
上

騎
獅
不
動

横
六
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

寺

町
松
本
六
一
〇

明
王
八
大

童
子
像

考
古
資
料

容
器
形
土

二
点

一
　
高
さ
二
六
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト

山
梨
県

甲
府
市
丸
の
内

東
八
代

偶

ル

一
丁
目
六
│
一

郡
中
道

二
　
高
さ
二
二
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

町
下
曽

ル

根
九
二

三
番
地

山
梨
県

立
考
古

博
物
館

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。



平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
坂
　
　
本
　
　
　
　
　
宏

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
管
理
公
災
担
当
」
の
下
に
「
及
び
健
康
管
理
担
当
」
を
加
え
、

「
健
康
管
理
担
当
、」
を
削
り
、「
管
理
担
当
の
リ
ー
ダ
ー
」
を
「
管
理
担
当
の
課
長
補
佐
」
に
改
め
、

同
表
教
育
委
員
会
の
項
中
「
室
長
補
佐
」
の
下
に
「（
室
長
の
事
務
を
代
決
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に

限
る
。）」
を
、「
福
利
担
当
」
の
下
に
「
及
び
給
与
担
当
」
を
加
え
、「
給
与
担
当
、」
を
削
り
、
同
表

人
事
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
総
務
審
査
担
当
」
の
下
に
「
、
任
用
担
当
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
坂
　
　
本
　
　
　
　
　
宏

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

s

所
長
及
び
次
長

d

a
及
び
s
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で

別
表
第
十
食
肉
衛
生
検
査
所
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

人
事
委
員
会
が
調
整
を
必
要
と
認
め
る

も
の

」

「

s

食
肉
検
査
指
導
幹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

d

所
長
及
び
次
長

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

f

a
か
ら
d
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の

一

者
で
人
事
委
員
会
が
調
整
を
必
要
と
認

め
る
も
の

」

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
人
事

委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

二
　
中
央
病
院
の
項
に
掲
げ
る
総
検
査
技
師
長
　
一
・
五
　
　
　

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
給
与
に

関
す
る
規
則
の
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

'

平
成
十
五
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
上
級
試
験
の
実
施

平
成
十
五
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
上
級
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
坂
　
　
本
　
　
　
　
　
宏

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
七
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
七
九

１１



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
八
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
八
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
八
二



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
八
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
八
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
八
五



公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
株
式
会
社
協
同
社
山
梨
中
央
自
動
車
教
習
所
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
吉
　
　
●
　
　
信
　
　
一

一
　
変
更
後
の
代
表
者
の
氏
名
　
武
川
　
正
彦

二
　
変
更
年
月
日
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
吉
　
　
●
　
　
信
　
　
一

別
表
第
一
中

「
二
七
五

甲
府
市
長
松
寺
町
七
番
一
九
号
先
（

西
部
市
民
セ
ン

平
成
一
四
年
八
月
一
日

市
道
池
田
小
学
校
南
通
り
線
と
市
道

タ
ー
東

告
示
第
四
一
号

長
松
寺
新
田
線
と
市
道
と
の
十
字
路

交
差
点
）

」

を「
二
七
五

甲
府
市
長
松
寺
町
七
番
一
九
号
先
（

西
部
市
民
セ
ン

平
成
一
四
年
八
月
一
日

市
道
池
田
小
学
校
南
通
り
線
と
市
道

タ
ー
東

告
示
第
四
一
号

長
松
寺
新
田
線
と
市
道
と
の
十
字
路

交
差
点
）

二
七
六

甲
府
市
城
東
三
丁
目
一
二
番
一
九
号

城
東
三
丁
目
西

平
成
一
五
年
五
月
一
日

先
（
国
道
四
一
一
号
と
市
道
善
光
寺

告
示
第
三
二
号

敷
島
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
三
四
四

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西
一
四
番
地
の

常
永
小
学
校
北

平
成
一
四
年
八
月
一
日

一
先
（
町
道
四
三
四
号
線
と
町
道
四

西

告
示
第
四
一
号

〇
七
号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「
三
四
四

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西
一
四
番
地
の

常
永
小
学
校
北

平
成
一
四
年
八
月
一
日

一
先
（
町
道
四
三
四
号
線
と
町
道
四

西

告
示
第
四
一
号

〇
七
号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

三
四
五

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
、
六
九

下
八
幡
三
区
公

平
成
一
五
年
五
月
一
日

八
番
地
先
（
県
道
甲
府
南
ア
ル
プ
ス

民
館
前

告
示
第
三
二
号

線
と
町
道
玉
川
万
才
線
と
の
十
字
路

交
差
点
）

三
四
六

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
、
六
一

東
冷
間

平
成
一
五
年
五
月
一
日

五
番
地
先
（
県
道
甲
府
南
ア
ル
プ
ス

告
示
第
三
二
号

線
と
町
道
信
玄
堤
玉
川
線
と
の
十
字

路
交
差
点
）

三
四
七

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
一
、
一
六
八

竜
王
南
小
南

平
成
一
五
年
五
月
一
日

番
地
先
（
県
道
甲
府
南
ア
ル
プ
ス
線

告
示
第
三
二
号

と
町
道
竜
王
田
中
線
と
の
丁
字
路
交

差
点
）

三
四
八

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
八
一
六

か
お
り
幼
稚
園

平
成
一
五
年
五
月
一
日

番
地
先
（
県
道
甲
府
南
ア
ル
プ
ス
線

東

告
示
第
三
二
号

と
町
道
二
八
号
線
と
の
五
差
路
交
差

点
）

三
四
九

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
二
、
七

甲
府
昭
和
Ｉ
Ｃ

平
成
一
五
年
五
月
一
日

〇
七
番
地
先
（
県
道
甲
府
南
ア
ル
プ

西

告
示
第
三
二
号

ス
線
と
町
道
三
七
八
号
線
と
の
十
字

路
交
差
点
）

三
五
〇

東
八
代
郡
豊
富
村
高
部
六
一
四
番
地

シ
ル
ク
ラ
イ
ン

平
成
一
五
年
五
月
一
日

の
一
先
（
国
道
一
四
〇
号
と
村
道
二

入
口

告
示
第
三
二
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
八
六



〇
六
二
号
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
一
四
九

中
巨
摩
郡
八
田
村
榎
原
七
九
三
番
地

中
央
公
民
館
東

平
成
一
四
年
一
二
月
一
九
日

先
（
村
道
一
三
号
線
と
村
道
一
二
五

告
示
第
七
七
号

号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「
一
四
九

中
巨
摩
郡
八
田
村
榎
原
七
九
三
番
地

中
央
公
民
館
東

平
成
一
四
年
一
二
月
一
九
日

先
（
村
道
一
三
号
線
と
村
道
一
二
五

告
示
第
七
七
号

号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

一
五
〇

南
ア
ル
プ
ス
市
古
市
場
五
七
七
番
地

市
役
所
甲
西
支

平
成
一
五
年
五
月
一
日

先
（
国
道
五
二
号
と
町
道
横
町
桜
井

所
西

告
示
第
三
二
号

線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
一
四
八

東
八
代
郡
一
宮
町
塩
田
六
三
一
番
地

塩
田
橋
北
詰

平
成
一
四
年
一
二
月
一
九
日

の
一
先
（
町
道
金
田
塩
田
線
と
町
道

告
示
第
七
七
号

国
分
内
久
根
線
と
の
十
字
路
交
差
点

）

」

を「
一
四
八

東
八
代
郡
一
宮
町
塩
田
六
三
一
番
地

塩
田
橋
北
詰

平
成
一
四
年
一
二
月
一
九
日

の
一
先
（
町
道
金
田
塩
田
線
と
町
道

告
示
第
七
七
号

国
分
内
久
根
線
と
の
十
字
路
交
差
点

）

一
四
九

東
八
代
郡
境
川
村
三
椚
六
四
六
番
地

大
坪

平
成
一
五
年
五
月
一
日

先
（
県
道
中
道
塩
山
線
の
旧
道
と
圭

告
示
第
三
二
号

林
バ
イ
パ
ス
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

一
五
〇

東
八
代
郡
境
川
村
大
坪
一
九
一
番
地

大
坪
入
口

平
成
一
五
年
五
月
一
日

先
（
県
道
中
道
塩
山
線
と
村
道
二
四

告
示
第
三
二
号

号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

一
五
一

東
八
代
郡
境
川
村
石
橋
一
、
五
九
八

境
川
工
業
団
地

平
成
一
五
年
五
月
一
日

番
地
先
（
県
道
中
道
塩
山
線
と
村
道

入
口

告
示
第
三
二
号

九
号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

一
五
二

東
八
代
郡
八
代
町
米
倉
一
、
一
〇
〇

狐
川
橋
東

平
成
一
五
年
五
月
一
日

番
地
の
一
先
（
県
道
中
道
塩
山
線
の

告
示
第
三
二
号

旧
道
と
バ
イ
パ
ス
区
間
と
の
丁
字
路

交
差
点
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
中

「
四
六
二

町
道
三

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
中
楯
一

車
両

車
両
進
行

南
甲

平
成
一
四
年
一

〇
六
六

、
二
五
七
番
地
の
一
八
先

東
か
ら
西

府

一
月
二
五
日

号
線

（
宮
沢
晴
美
方
北
側
）
か

へ
終
日

告
示
第
七
一
号

ら
中
巨
摩
郡
玉
穂
町
中
楯

一
、
二
七
〇
番
地
の
一
二

先
（
宮
沢
晴
美
方
西
側
）

ま
で
（
一
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
四
六
二

町
道
三

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
中
楯
一

車
両

車
両
進
行

南
甲

平
成
一
四
年
一

〇
六
六

、
二
五
七
番
地
の
一
八
先

東
か
ら
西

府

一
月
二
五
日

号
線

（
宮
沢
晴
美
方
北
側
）
か

へ
終
日

告
示
第
七
一
号

ら
中
巨
摩
郡
玉
穂
町
中
楯

一
、
二
七
〇
番
地
の
一
二

先
（
宮
沢
晴
美
方
西
側
）

ま
で
（
一
〇
メ
ー
ト
ル
）

四
六
三

町
道
御

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡

車
両

車
両
進
行

南
甲

平
成
一
五
年
五

岳
道
下

一
、
六
四
九
番
地
先
（
三

西
か
ら
東

府

月
一
日

線

井
方
西
側
交
差
点
）
か
ら

へ
終
日

告
示
第
三
二
号

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡

一
、
六
四
九
番
地
先
（
三

井
方
東
側
交
差
点
）
ま
で

（
一
八
メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
八
七



「
一
八
九

町
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
上

南
進
す

終
日

上
野
原

平
成
一
四
年
一
〇

野
原
三
、
一
六
三
番
地

る
車
両

月
一
〇
日

の
一
先
（
町
立
病
院
駐

告
示
第
五
七
号

車
場
北
側
）

」

を「
一
八
九

町
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
上

南
進
す

終
日

上
野
原

平
成
一
四
年
一
〇

野
原
三
、
一
六
三
番
地

る
車
両

月
一
〇
日

の
一
先
（
町
立
病
院
駐

告
示
第
五
七
号

車
場
北
側
）

一
九
〇

公
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条

東
進
す

終
日

南
甲
府

平
成
一
五
年
五
月

新
田
八
四
六
番
地
先
（

る
車
両

一
日

墓
地
北
側
）

告
示
第
三
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
六
中

「
四
三
七

市
道
池

甲
府
市
城
東
三
丁
目
一

北
進
す

七
時
か

甲
府

平
成
一
五
年
三
月

添
梅
ヶ

二
番
一
九
号
先
（
中
村

る
車
両

ら
二
四

一
三
日

坪
線

誠
方
東
側
）

時
ま
で

告
示
第
一
六
号

」

を「
四
三
七

削
除

甲
府

平
成
一
五
年
五
月

一
日

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「
四
三
八

国
道
四

甲
府
市
城
東
三
丁
目
四

東
進
す

七
時
か

甲
府

平
成
一
五
年
三
月

一
一
号

番
一
一
号
先
（
山
下
和

る
車
両

ら
二
四

一
三
日

也
方
南
側
）

時
ま
で

告
示
第
一
六
号

」

を「
四
三
八

削
除

甲
府

平
成
一
五
年
五
月

一
日

告
示
第
三
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「
三
、
九
七
九

町
　
道

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
下
三
条
九
四
六
番

一

南
甲
平
六
・
一
二
・
一

地
の
一
先
（
鷹
野
玲
子
方
所
有
畑
前

府

五

交
差
点
）

告
示

第
五
七
号

」

を「
三
、
九
七
九

町
道
田

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
下
三
条
九
四
六
番

三

南
甲
平
成
一
五
年
五
月

富
玉
穂

地
の
一
先
（
鷹
野
玲
子
方
所
有
畑
前

府

一
日

大
津
線

交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「
四
、
四
三
八

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
石
橋
七
〇
二
番
地

三

石
和
平
成
一
四
年
六
月

道
塩
山

先
（
石
橋
北
）
交
差
点

一
三
日

線

告
示
第
二
九
号

」

を「
四
、
四
三
八

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
石
橋
七
〇
二
番
地

四

石
和
平
成
一
五
年
五
月

道
塩
山

先
（
石
橋
北
交
差
点
）

一
日

線

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「
四
、
九
四
〇

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
三
椚
六
四
二
番
地

一

石
和
平
成
一
四
年
一
一

道
塩
山

の
二
先
（
㈲
峡
東
技
研
西
側
交
差
点

月
二
八
日

線
（
圭

）

告
示
第
七
三
号

林
バ
イ

パ
ス
）

四
、
九
四
一

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
大
坪
二
七
番
地
先

四

石
和
平
成
一
四
年
一
一

道
塩
山

（
大
坪
入
口
交
差
点
）

月
二
八
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
八
八



線
（
圭

告
示
第
七
三
号

林
バ
イ

パ
ス
）

四
、
九
四
二

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
石
橋
一
、
六
六
七

四

石
和
平
成
一
四
年
一
一

道
塩
山

番
地
の
一
先
（
中
央
道
下
交
差
点
）

月
二
八
日

線
（
圭

告
示
第
七
三
号

林
バ
イ

パ
ス
）

」

を「
四
、
九
四
〇

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
三
椚
六
四
六
番
地

一

石
和
平
成
一
五
年
五
月

道
塩
山

先
（
大
坪
交
差
点
）

一
日

線
（
圭

告
示
第
三
二
号

林
バ
イ

パ
ス
）

四
、
九
四
一

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
大
坪
一
九
一
番
地

四

石
和
平
成
一
五
年
五
月

道
塩
山

先
（
大
坪
入
口
交
差
点
）

一
日

線
（
圭

告
示
第
三
二
号

林
バ
イ

パ
ス
）

四
、
九
四
二

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
石
橋
一
、
五
九
八

四

石
和
平
成
一
五
年
五
月

道
塩
山

番
地
先
（
境
川
工
業
団
地
入
口
交
差

一
日

線
（
圭

点
）

告
示
第
三
二
号

林
バ
イ

パ
ス
）

」

に
、

「
四
、
九
五
八

市
道

甲
府
市
上
町
七
五
三
番
地
の
一
先（

一

南
甲
平
成
一
五
年
三
月

甲
府
城
南
病
院
東
側
）

府

一
三
日

告
示
第
一
六
号

」

を「
四
、
九
五
八

市
道

甲
府
市
上
町
七
五
三
番
地
の
一
先（

一

南
甲
平
成
一
五
年
三
月

甲
府
城
南
病
院
東
側
）

府

一
三
日

告
示
第
一
六
号

四
、
九
五
九

国
道
四

甲
府
市
城
東
三
丁
目
一
二
番
一
九
号

三

甲
府
平
成
一
五
年
五
月

一
一
号

先
（
城
東
三
丁
目
西
交
差
点
）

一
日

告
示
第
三
二
号

四
、
九
六
〇

県
道
甲

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
、
六
九

四

南
甲
平
成
一
五
年
五
月

府
南
ア

八
番
地
先
（
下
八
幡
三
区
公
民
館
前

府

一
日

ル
プ
ス

交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

線

四
、
九
六
一

県
道
甲

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
、
六
一

四

南
甲
平
成
一
五
年
五
月

府
南
ア

五
番
地
先
（
東
冷
間
交
差
点
）

府

一
日

ル
プ
ス

告
示
第
三
二
号

線

四
、
九
六
二

県
道
甲

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
一
、
一
六
八

三

南
甲
平
成
一
五
年
五
月

府
南
ア

番
地
先
（
竜
王
南
小
南
交
差
点
）

府

一
日

ル
プ
ス

告
示
第
三
二
号

線

四
、
九
六
三

県
道
甲

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
八
一
六

四

南
甲
平
成
一
五
年
五
月

府
南
ア

番
地
先
（
か
お
り
幼
稚
園
東
交
差
点

府

一
日

ル
プ
ス

）

告
示
第
三
二
号

線

四
、
九
六
四

県
道
甲

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
二
、
七

四

南
甲
平
成
一
五
年
五
月

府
南
ア

〇
七
番
地
先
（
甲
府
昭
和
Ｉ
Ｃ
西
交

府

一
日

ル
プ
ス

差
点
）

告
示
第
三
二
号

線

四
、
九
六
五

国
道
一

東
八
代
郡
豊
富
村
高
部
六
一
四
番
地

一

南
甲
平
成
一
五
年
五
月

四
〇
号

の
一
先
（
シ
ル
ク
ラ
イ
ン
入
口
交
差

府

一
日

点
）

告
示
第
三
二
号

四
、
九
六
六

国
道
五

南
ア
ル
プ
ス
市
古
市
場
五
七
七
番
地

三

小
笠
平
成
一
五
年
五
月

二
号

先
（
市
役
所
甲
西
支
所
西
交
差
点
）

原

一
日

告
示
第
三
二
号

四
、
九
六
七

県
道
中

東
八
代
郡
八
代
町
米
倉
一
、
一
〇
〇

三

石
和
平
成
一
五
年
五
月

道
塩
山

番
地
の
一
先
（
狐
川
橋
東
交
差
点
）

一
日

線
（
圭

告
示
第
三
二
号

林
バ
イ

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
八
九



パ
ス
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「
一
、
五

市
道
西

富
士
吉
田
市
下
吉
田

六
〇
〇

車
両
（

三
〇

富
士
平
成
一
五

七
三

裏
一
号

一
七
七
番
地
先
（
㈱

け
ん
引

吉
田
年
一
月
二

線

モ
リ
シ
タ
セ
ン
タ
ー

③
を
除

〇
日

）
か
ら
富
士
吉
田
市

く
。）

告
示
第
三

松
山
二
丁
目
五
番
一

号

七
号
先
（
熱
海
屋
食

堂
）
ま
で
の
両
側

」

を「
一
、
五

市
道
西

富
士
吉
田
市
下
吉
田

六
〇
〇

車
両
（

三
〇

富
士
平
成
一
五

七
三

裏
一
号

一
七
七
番
地
先
（
㈱

け
ん
引

吉
田
年
一
月
二

線

モ
リ
シ
タ
セ
ン
タ
ー

③
を
除

〇
日

）
か
ら
富
士
吉
田
市

く
。）

告
示
第
三

松
山
二
丁
目
五
番
一

号

七
号
先
（
熱
海
屋
食

堂
）
ま
で
の
両
側

一
、
五

県
道
甲

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西

一
、
六
〇
〇

車
両
（

五
〇

南
甲
平
成
一
五

七
四

府
南
ア

条
新
田
六
七
四
番
地

原
付
・

府

年
五
月
一

ル
プ
ス

の
二
先
（
甲
府
昭
和

け
ん
引

日

線

Ｉ
Ｃ
西
側
）
か
ら
中

①
②
③

告
示
第
三

巨
摩
郡
竜
王
町
西
八

を
除
く

二
号

幡
二
、
二
三
四
番
地

。）

の
一
先
（
西
八
幡
南

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
五

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
石

六
一
〇

車
両
（

五
〇

石
和
平
成
一
五

七
五

道
塩
山

橋
七
〇
二
番
地
先（

原
付
・

年
五
月
一

線

石
橋
北
交
差
点
）
か

け
ん
引

日

ら
東
八
代
郡
八
代
町

①
②
③

告
示
第
三

米
倉
一
、
一
〇
〇
番

を
除
く

二
号

地
の
一
先
（
狐
川
橋

。）

東
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
中

「
四
四
〇

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
三
椚

一
、
二
八
〇

車
両

終
日

石
和
平
成
一
四

道
塩
山

六
四
二
番
地
の
二
先
（

年
一
一
月

線
（
圭

㈲
峡
東
技
研
西
側
交
差

二
八
日

林
バ
イ

点
）
か
ら
東
八
代
郡
境

告
示
第
七

パ
ス
）

川
村
石
橋
七
〇
二
番
地

三
号

先
（
石
橋
北
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

」

を「
四
四
〇

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
三
椚

一
、
二
八
〇

車
両

終
日

石
和
平
成
一
四

道
塩
山

六
四
二
番
地
の
二
先
（

年
一
一
月

線
（
圭

㈲
峡
東
技
研
西
側
交
差

二
八
日

林
バ
イ

点
）
か
ら
東
八
代
郡
境

告
示
第
七

パ
ス
）

川
村
石
橋
七
〇
二
番
地

三
号

先
（
石
橋
北
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

四
四
一

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
石
橋

六
一
〇

車
両

終
日

石
和
平
成
一
五

道
塩
山

七
〇
二
番
地
先
（
石
橋

年
五
月
一

線

北
交
差
点
）
か
ら
東
八

日

代
郡
八
代
町
米
倉
一
、

告
示
第
三

一
〇
〇
番
地
の
一
先
（

二
号

狐
川
橋
東
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「
六
、
八
一
〇

県
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
字
北
河

南
甲
府
六
一
・
九
・
一
八

甲
府
櫛

原
六
七
四
番
地
の
二
先
（
町
道
と
の

三
四
号

形
線

Ｔ
字
路
交
差
点
）

」

を「
六
、
八
一
〇

削
除

南
甲
府
平
成
一
五
年
五
月

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
九
〇



一
日

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「
八
、
九
一
八

村
　
道

東
八
代
郡
豊
富
村
高
部
六
一
四
番
地

南
甲
府
平
八
・
八
・
一
二

シ
ル
ク

の
一
先
（
国
道
一
四
〇
号
と
の
交
差

告
示

ラ
イ
ン

点
・
西
進
車
両
）

第
三
三
号

」

を「
八
、
九
一
八

削
除

南
甲
府
平
成
一
五
年
五
月

一
日

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「
一
〇
、
五
五
五

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村
三
椚
六
四
二
番
地

石
和

平
成
一
四
年
一
一

道
塩
山

の
二
先
（
㈲
峡
東
技
研
西
側
・
北
進

月
二
八
日

線

車
両
）

告
示
第
七
三
号

」

を「
一
〇
、
五
五
五

削
除

石
和

平
成
一
五
年
五
月

一
日

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「
一
〇
、
五
五
八

村
道
二

東
八
代
郡
境
川
村
大
坪
二
七
番
地
先

石
和

平
成
一
四
年
一
一

四
号
線

（
大
坪
入
口
交
差
点
南
側
・
北
進
車

月
二
八
日

両
）

告
示
第
七
三
号

一
〇
、
五
五
九

村
道
二

東
八
代
郡
境
川
村
大
坪
二
九
二
番
地

石
和

平
成
一
四
年
一
一

四
号
線

の
一
先
（
大
坪
入
口
交
差
点
北
側
・

月
二
八
日

南
進
車
両
）

告
示
第
七
三
号

一
〇
、
五
六
〇

村
道

東
八
代
郡
境
川
村
石
橋
一
、
六
六
七

石
和

平
成
一
四
年
一
一

番
地
の
一
先
（
中
央
道
下
交
差
点
南

月
二
八
日

側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
七
三
号

一
〇
、
五
六
一

村
道

東
八
代
郡
境
川
村
石
橋
一
、
六
〇
三

石
和

平
成
一
四
年
一
一

番
地
先
（
中
央
道
下
交
差
点
北
側
・

月
二
八
日

南
進
車
両
）

告
示
第
七
三
号

」

を「
一
〇
、
五
五
八

削
除

石
和

平
成
一
五
年
五
月

一
日

告
示
第
三
二
号

一
〇
、
五
五
九

削
除

石
和

平
成
一
五
年
五
月

一
日

告
示
第
三
二
号

一
〇
、
五
六
〇

削
除

石
和

平
成
一
五
年
五
月

一
日

告
示
第
三
二
号

一
〇
、
五
六
一

削
除

石
和

平
成
一
五
年
五
月

一
日

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「
一
〇
、
六
〇
四

市
道
池

甲
府
市
城
東
三
丁
目
一
二
番
一
九
号

甲
府

平
成
一
五
年
三
月

添
梅
ヶ

先
（
中
村
誠
方
東
側
・
北
進
車
両
）

一
三
日

坪
線

告
示
第
一
六
号

」

を「
一
〇
、
六
〇
四

削
除

甲
府

平
成
一
五
年
五
月

一
日

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「
一
〇
、
六
〇
六

市
道

甲
府
市
城
東
三
丁
目
一
二
番
八
号
先

甲
府

平
成
一
五
年
三
月

（
吾
妻
直
記
方
南
側
・
西
進
車
両
）

一
三
日

告
示
第
一
六
号

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
九
一



を「
一
〇
、
六
〇
六

市
道

甲
府
市
城
東
三
丁
目
一
二
番
八
号
先

甲
府

平
成
一
五
年
三
月

（
吾
妻
直
記
方
南
側
・
西
進
車
両
）

一
三
日

告
示
第
一
六
号

一
〇
、
六
〇
七

公
道

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
、
七
〇

南
甲
府
平
成
一
五
年
五
月

六
番
地
先
（
下
八
幡
三
区
公
民
館
西

一
日

側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
〇
、
六
〇
八

町
道
東

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
、
三
九

南
甲
府
平
成
一
五
年
五
月

冷
間
南

六
番
地
先
（
東
冷
間
交
差
点
東
側
・

一
日

小
線

南
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
〇
、
六
〇
九

町
道
東

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
、
三
九

南
甲
府
平
成
一
五
年
五
月

冷
間
南

三
番
地
先
（
東
冷
間
交
差
点
東
側
・

一
日

小
線

北
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
〇
、
六
一
〇

公
道

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
一
、
一
一
二

南
甲
府
平
成
一
五
年
五
月

番
地
先
（
か
お
り
幼
稚
園
南
側
・
北

一
日

進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
〇
、
六
一
一

公
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
八
四
六

南
甲
府
平
成
一
五
年
五
月

番
地
先
（
墓
地
北
側
・
東
進
車
両
）

一
日

告
示
第
三
二
号

一
〇
、
六
一
二

町
道
四

中
巨
摩
郡
竜
王
町
万
才
九
四
一
番
地

南
甲
府
平
成
一
五
年
五
月

七
七
号

先
（
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
プ
ラ
ス
甲
府

一
日

線

昭
和
校
北
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「
一
、
三
〇
〇

県
道
大

都
留
市
大
幡
二
、

四
、
六
一
〇

車
両

終
日

都
留
平
成
一
四

幡
初
狩

八
一
〇
番
地
先
（

大
月
年
一
一
月

線

安
田
久
男
方
西
側

二
八
日

交
差
点
）
か
ら
大

告
示
第
七

月
市
初
狩
町
中
初

三
号

狩
二
六
〇
番
地
先

（
柴
田
栄
造
方
東

側
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

を「
一
、
三
〇
〇

県
道
大

都
留
市
大
幡
二
、

四
、
六
一
〇

車
両

終
日

都
留
平
成
一
四

幡
初
狩

八
一
〇
番
地
先
（

大
月
年
一
一
月

線

安
田
久
男
方
西
側

二
八
日

交
差
点
）
か
ら
大

告
示
第
七

月
市
初
狩
町
中
初

三
号

狩
二
六
〇
番
地
先

（
柴
田
栄
造
方
東

側
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

一
、
三
〇
一

県
道
甲

中
巨
摩
郡
昭
和
町

一
、
六
〇
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
一
五

府
南
ア

西
条
新
田
六
七
四

府

年
五
月
一

ル
プ
ス

番
地
の
二
先
（
甲

日

線

府
昭
和
Ｉ
Ｃ
西
側

告
示
第
三

）
か
ら
中
巨
摩
郡

二
号

竜
王
町
西
八
幡
二

、
二
三
四
番
地
の

一
先
（
西
八
幡
南

交
差
点
）
ま
で
の

両
側

一
、
三
〇
二

県
道
中

東
八
代
郡
境
川
村

六
一
〇

車
両

終
日

石
和
平
成
一
五

道
塩
山

石
橋
七
〇
二
番
地

年
五
月
一

線

先
（
石
橋
北
交
差

日

点
）
か
ら
東
八
代

告
示
第
三

郡
八
代
町
米
倉
一

二
号

、
一
〇
〇
番
地
の

一
先
（
狐
川
橋
東

交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
中

「
一
六
五

国
道
四

塩
山
市
千
野
五
二
〇
番
地
先
（
千
野
駐

塩
山

平
成
一
四
年
九
月
一
九

一
一
号

在
所
前
交
差
点
）
か
ら
塩
山
市
赤
尾
三

日

（
塩
山

六
三
番
地
先
（
藤
本
政
久
方
西
側
）
ま

告
示
第
五
二
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
九
二



バ
イ
パ

で
の
東
側
歩
道
（
一
、
一
〇
〇
メ
ー
ト

ス
）

ル
）

」

を「
一
六
五

国
道
四

塩
山
市
千
野
五
二
〇
番
地
先
（
千
野
駐

塩
山

平
成
一
四
年
九
月
一
九

一
一
号

在
所
前
交
差
点
）
か
ら
塩
山
市
赤
尾
三

日

（
塩
山

六
三
番
地
先
（
藤
本
政
久
方
西
側
）
ま

告
示
第
五
二
号

バ
イ
パ

で
の
東
側
歩
道
（
一
、
一
〇
〇
メ
ー
ト

ス
）

ル
）

一
六
六

県
道
甲

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
六
七
四
番

南
甲
府
平
成
一
五
年
五
月
一
日

府
南
ア

地
の
二
先
（
甲
府
昭
和
Ｉ
Ｃ
西
側
）
か

告
示
第
三
二
号

ル
プ
ス

ら
中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
二
、
二
三

線

四
番
地
の
一
先
（
西
八
幡
南
交
差
点
）

ま
で
の
両
側
歩
道
（
一
、
六
〇
〇
メ
ー

ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
三
中

「
一
五
一

県
道
甲
府

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
成
島
一
、
二
六
二
番

四

平
成
一
四
年
八
月
一
日

玉
穂
中
道

地
一
先
（
玉
穂
中
央
ラ
ン
プ
）
交
差
点

告
示
第
四
一
号

線

」

を「
一
五
一

県
道
甲
府

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
成
島
一
、
二
六
二
番

四

平
成
一
五
年
五
月
一
日

玉
穂
中
道

地
一
先
（
玉
穂
中
央
ラ
ン
プ
交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

線

一
五
二

県
道
甲
府

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
、
六
九
八

四

平
成
一
五
年
五
月
一
日

南
ア
ル
プ

番
地
先
（
下
八
幡
三
区
公
民
館
前
交
差

告
示
第
三
二
号

ス
線

点
）

一
五
三

県
道
甲
府

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
一
、
六
一
五

四

平
成
一
五
年
五
月
一
日

南
ア
ル
プ

番
地
先
（
東
冷
間
交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

ス
線

一
五
四

県
道
甲
府

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
一
、
一
六
八
番

三

平
成
一
五
年
五
月
一
日

南
ア
ル
プ

地
先
（
竜
王
南
小
南
交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

ス
線

一
五
五

県
道
甲
府

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
八
一
六
番

四

平
成
一
五
年
五
月
一
日

南
ア
ル
プ

地
先
（
か
お
り
幼
稚
園
東
交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

ス
線

一
五
六

県
道
甲
府

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
二
、
七
〇

四

平
成
一
五
年
五
月
一
日

南
ア
ル
プ

七
番
地
先
（
甲
府
昭
和
Ｉ
Ｃ
西
交
差
点

告
示
第
三
二
号

ス
線

）

」

に
改
め
る
。

'

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
金
　
　
山
　
　
泰
　
　
介

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｋ
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
用
端
末
等
　
一
式

２
　
借
入
物
品
等
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
借
入
期
間

平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
借
入
場
所

山
梨
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
場
所

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
九
三



し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
六
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
八
六
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
警
察
本

部
警
務
部
情
報
管
理
課
情
報
シ
ス
テ
ム
企
画
・
指
導
担
当
　
電
話
〇
五
五
│
二
三
五
│
二
一
二
一

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
の
１
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

３
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
六
月
十
八
日
午
後
一
時
三
十
分
　
山
梨
県
庁
南
別
館
二
〇
三
会
議
室

４
　
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日
午
後
四
時

５
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め

ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

６
　
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
借
入
物
品
等
を
納
入
で
き
る
と
山
梨
県
警
察
本
部
長
が
認
め
た
入
札
者
で

あ
っ
て
、
規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金

免
除

３
　
契
約
保
証
金

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

４
　
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た

す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
三
の
１
の
場
所
に
平
成
十
五
年
五
月
六
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
日
ま

で
の
間
（
休
日
を
除
く
。）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間

を
除
く
。）
に
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

６
　
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

※
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

ofthe
products

to
be
procured

C
om
puterSystem

s
forY

am
anashiPrefecturalPolice

Inform
ation

N
etw
ork
1
set

2
D
ate
and
tim
e
fortender

1:30PM
June

18,
2003

3
B
ureau

in
charge

Inform
ation

System
Planning

and
D
irection

Section,Inform
ation

M
anagem

ent

D
ivision,Police

A
dm
inistration

D
epartm

ent,Y
am
anashiPrefecturalPolice

H
eadquarters

6-1
M
arunouchi1-chom

e
K
ofu-shiY

am
anashi-ken

400-8586
Japan

TEL
055-235-2121

'

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
八
年
四
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
吉
　
　
●
　
　
信
　
　
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号

平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
九
四



型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
ラ
ス
タ
ー
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

ガ
ン
ダ
ム

株
式
会
社

三
四
〇
一
二
八

役
　
河
田
節
子

規
則
第
六
条
第

ラ
ス
タ
ー

東
京
都
台
東
区
台
東
四
丁
目
一
三

二
号
（
別
表
第

番
二
一
号

五
）

ア
イ
ジ
ー
テ
ィ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式

回
胴
式
遊
技
機

ト
リ
コ
ロ

ア
イ
ジ
ー

三
四
〇
一
二
六

会
社
　
代
表
取
締
役
　
ス
コ
ッ
ト

規
則
第
六
条
第

ー
ル
α

テ
ィ
ー
ジ

・
ウ
ィ
ン
ゼ
ラ
ー

二
号
（
別
表
第

ャ
パ
ン
株

東
京
都
台
東
区
松
が
谷
一
丁
目
三

五
）

式
会
社

番
五
号

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
一
八
〇

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
夏

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

祭
り
Ｍ
Ｘ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
一
一
六

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
夏

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

祭
り
Ｊ
Ｘ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
一
八
六

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
サ

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九

規
則
第
六
条
第

ー
カ
ス
Ｊ

番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
一
七
二

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
サ

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九

規
則
第
六
条
第

ー
カ
ス
Ｍ

番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

Ｘ
Ｖ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
洋
物
産
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
新
海

株
式
会
社

三
〇
〇
〇
九
八

役
　
金
沢
要
求

機

物
語
Ｌ
５

三
洋
物
産

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三

規
則
第
六
条
第

３

丁
目
九
番
二
一
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
洋
物
産
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
新
海

株
式
会
社

三
〇
〇
一
一
〇

役
　
金
沢
要
求

機

物
語
Ｌ
５

三
洋
物
産

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三

規
則
第
六
条
第

５

丁
目
九
番
二
一
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
洋
物
産
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
新
海

株
式
会
社

三
〇
〇
一
五
三

役
　
金
沢
要
求

機

物
語
Ｌ
５

三
洋
物
産

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三

規
則
第
六
条
第

２

丁
目
九
番
二
一
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

豊
丸
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ハ
イ

豊
丸
産
業

三
〇
〇
一
八
二

役
　
永
野
裕
豊

機

サ
イ
娘
。

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
長
戸
井

規
則
第
六
条
第

Ｔ

町
三
丁
目
一
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
西
陣
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

イ
チ
バ
ン

株
式
会
社

三
四
〇
一
二
四

藤
原
●

規
則
第
六
条
第

ダ
イ
コ

西
陣

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号

平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
九
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号

平
成
十
五
年
五
月
一
日

二
九
六

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
一
丁
目

二
号
（
別
表
第

四
番
三
号

五
）

そ
　
の
　
他

'

裁
決
手
続
の
開
始

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
　
梨
　
県
　
収
　
用
　
委
　
員
　
会

一
　
起
業
者
の
名
称

山
梨
県

二
　
事
業
の
種
類

一
級
河
川
富
士
川
水
系
新
川
河
川
改
修
工
事

三
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

地
　
　
　
目

所
　
　
　
　
　
　
在

地
　
　
番

地
　
　
　
　
　
　
　
積

公
　
簿

現
　
況

西
八
代
郡
市
川
大
門
町

三
六
三
一
番

山
　
林

山
　
林

四
一
九
・
五
二
平
方
メ
ー
ト
ル

大
字
黒
沢
字
山
王

四
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名
　
小
林
憲
作

住
所
　
山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
黒
沢
八
〇
五
番
地

五
　
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日

'

裁
決
手
続
の
開
始

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
一
日

山
　
梨
　
県
　
収
　
用
　
委
　
員
　
会

一
　
起
業
者
の
名
称

山
梨
県

二
　
事
業
の
種
類

県
道
市
川
大
門
鰍
沢
線
改
築
工
事
（
山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
大
字
黒
沢
地
内
）

三
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

地
　
　
　
目

所
　
　
　
　
　
　
在

地
　
　
番

地
　
　
　
　
　
　
　
積

公
　
簿

現
　
況

西
八
代
郡
市
川
大
門
町

二
一
八
番

田

田

九
二
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

大
字
黒
沢
字
開
田

（
そ
の
区
域
は
別
図
の
と
お
り
。）

別
図
略

四
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名
　
小
林
憲
作

住
所
　
山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
黒
沢
八
〇
五
番
地

五
　
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日


